
　　　　汚水排出量の認定の特例について

　下水道使用料は、水道の使用水量を汚水排出量とみなして算定されております。
（山形市下水道条例第１９条）
　しかし、下水道に流れない水量が著しく多い場合、その水量に下水道使用料が
かからない方法があります。

方法１ 下水道に接続されない新たな給水装置を設置する方法

　下水道に接続される水栓とは別に、下水道に接続されない水栓を確保する方法
があります。新たに設置費用・水道加入金がかかりますので、指定給水装置工事
事業者にご相談ください。設置後は別途基本料金がかかります。
また、メーターは市上下水道部のメーターになりますので、市上下水道部が７年毎
に交換することになり、２か月に１度検針員が検針に伺いますので、汚水排出量の
報告も不要です。

方法２ 減量メーターを設置する方法

　汚水排出量と水道の使用水量が著しく異なる場合、減量メーター（下水道に排出
されない水を計測するメーター）などを設置し、その量を報告していただくことで、
汚水排出量を減量して認定できる制度があります。（下水道条例第２０条）

①減量メーターの設置について

　減量メーターは、使用者側の負担で設置していただく必要があります。
　費用は、設置する現場の状況によって異なりますので、指定給水装置工事事業者に
ご相談ください。さらに、減量メーターに係る設備の維持管理経費が別途かかって
きますので費用対効果を十分に勘案して、設置をご検討ください。
　減量メーターを設置する際には、水道メーターに影響が及ばないようにするため、
メーターとは別に、受水槽を設置していただく必要があります。また、メーターは、
計量法の基準が適用になりますので、８年ごとの交換が必要になります。
　なお、有効期限を過ぎたメーターによる報告は受付できない場合がありますので、
ご注意ください。

（減量メーター等設置例）

　――→ 水道メーター 　――→ 受水槽 　――→ 減量メーター　――→ 下水道に接続していない

　　↓　　　　※受水槽の設置については、給水装置の変更申請が必要になります。

　   ↓ ※減量メーターは８年に１度交換が必要になります。

　　↓
　下水道に接続している

（設備の設置写真例）
        （市の水道メーター） 　　        （受水槽） （減量メーター） （散水栓）

　　→ 　　　→         → →→下水道に流れない水

―下水道に流さない水量を減量して使用料を算定する方法があります―



②諸手続きについて

　設備を設置する際、「汚水排出量の認定に伴う設備承認申請書」（図面、写真、汚水排出
量の計算方法などを添付）を提出していただき、適正にメーター・受水槽等が設置された
ことが確認されれば、２か月に１度（奇数月の初旬）「汚水排出量申告書」にて報告してく
ださい。

（手続きの流れ）

　　事前相談　　※必ず事前に相談してください。
　　　　↓
　　○減量メーター等の設置工事前の手続き
　　　「汚水排出量の認定に伴う設備設置申請書」を提出
　　　　↓
　　　書類審査（控除メーター設置状況が適正かどうかの審査）→設備承認通知を送付
　　　　↓
　　　工事完了の連絡
　　　　↓
　　　現場での設備の確認、及びメーター指針の確認
　　　　↓
　　○減量メーター等の設置完了後の手続き
　　　※奇数月の初旬まで「汚水排出量申告書」を提出
　　　　↓
　　　「申告書」の内容を審査して汚水排出量を認定
　　　　↓
　　　下水道使用料の賦課
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